
京田辺市子どもの学習・生活支援事業仕様書 

 
 本仕様書は、京田辺市が実施する子どもの学習・生活支援事業を受託する者の

業務について、必要な事項を定めるものとする。 
 
１ 事業の趣旨 
  貧困の連鎖を防止するため、生活困窮者及び生活保護世帯の中学３年生並

びにその保護者に対して、学習の援助及び育成環境の改善に関する助言、進路

選択その他の教育に関する助言等を行い、将来自立した生活ができるよう、必

要な生活能力や学力等の獲得を目的とする。 
 
２ 業務実施期間 
  令和３年８月から令和４年３月３１日まで 
  契約締結日から業務実施開始日前日までは、業務に係る準備期間とし、委託 
 料は発生しないものとする。 
  事業実施開始日は、受託者との協議の上、決定する。 
 
３ 対象地域、対象者及び定員 
 （１）対象地域  

京田辺市 
 （２）対象者  

京田辺市に居住する生活困窮世帯及び生活保護世帯の中学３年生及び 
それらの保護者とする 

 （３）定員 
    １０名とする。希望者が１０名を超える場合は、委託者及び受託者双方 

協議して定めるものとする。 
 
４ 事業範囲 
  受託者は、以下の業務を実施する。ただし、本事業の参加者や地域の実情等 
に応じて柔軟に実施することは、差し支えない。 

  （１）本事業に参加する中学３年生に対する進学、学習の習慣づけ、授業の 
復習等の学習指導 

  （２）対象者に対する生活習慣及び育成環境の改善に関する助言・指導 
  （３）対象者からの相談に応じ、進路選択その他の教育に関する情報提供 

及び助言 
  （４）参加者と事業従事者、又は参加者相互の親睦を深めるためのイベン 

ト等の開催 
  （５）欠席・遅刻連絡などの情報の管理、事前連絡なく参加していない者の 
    状況の確認（家庭への電話連絡）及び無断欠席者の保護者に対する指導 



  （６）その他参加者の健全育成に役立つと認められるもの 
 
５ 事業実施場所 
  受託者は以下の場所で事業を実施する。 

 キララ商店街内 
（京田辺市河原御影１０－７０、以下「居場所」という。） 

  
６ 事業実施時間 
  居場所の開設時間は、以下のとおりとする。 
  （１）月曜日、水曜日、木曜日のうち固定の曜日を２日間、１８時から２０ 
    時まで。曜日については、委託者及び受託者双方協議により決定する。 
  （２）年末年始（１２月２８日から１月３日まで）は休業日とする。また、 
    非常災害時等は、委託者及び受託者双方協議により、上記時間でも休業 

とすることができる。 
  （３）受託者は、委託料の範囲内において、委託者との協議の上、長期休暇 

中に週２日を超えた集中指導を行うことができる。 
  （４）必要があるときは、委託者及び受託者双方協議により、上記の時間以 
    外に行うことができる。 
  （５）受託者が、居場所の開設以外で運営に係る業務を行う場合は特に定め 

ない。 
 

７ 希望者に対する説明及び参加者の決定 
  希望者に対する説明及び参加者の決定は、以下のとおりとする。 
  （１）参加申込みのとりまとめは、委託者が行う。また、参加者について 
    は、書類審査にて委託者が決定する。 
  （２）受託者は、委託者の求めがある場合は、参加希望者に対して本事業 
    についての説明を行う。 
 
８ 実施体制 
  業務の実施に当たっては、次の人員を配置することとする。 
 （１）業務責任者（支援員及び指導員を兼ねることができる。） 
    仕様書に沿った業務が履行できるよう現場の指揮監督を含めた業務全 

般の責任を負う。業務責任者に事故があるときは、業務責任者の指名で代 
理を置くこと。 

 （２）支援員（指導員を兼ねることができる。） 
    教員経験者や社会福祉士等、教育や福祉に関する専門的な知識を有し、 

居場所の運営、対象者への支援、指導員の統括を適切に行うことができる 
者。なお、支援員は現場責任者として、居場所に常駐しなければならない。 
支援員に事故がある場合は、業務責任者の指名で代理を置くこと。 
 また、家庭訪問による保護者への支援は支援員が行うこととする。 



 （３）指導員 
    対象者への学習支援等について知識・経験を有し、対象者への支援を適 

切に行える者。対象者２名に対し、１名を配置することが望ましいが、以 
下の配置基準を遵守すること。 

 
   対象者 １～３名  → 指導員 １名以上 
   対象者 ４～６名  → 指導員 ２名以上 
   対象者 ７～１０名 → 指導員 ３名以上 
 
９ 応援体制の確立 
  受託者は、指導員の欠席や緊急時に備え、本市の近隣に所在地のある拠点

（営業所、事務所等）から応援要員を派遣する体制を確立するものとする。 
 
１０ 事務引き継ぎ 
   受託者は、業務に従事する者が交代する場合には、引き継ぎに伴う参加者

及び保護者等とのトラブルを起こさないよう新たな従事者に十分な教育を

行うとともに従事者同士の業務内容の十分な引継ぎを遺漏なく行わなけれ

ばならない。 
 
１１ 受託者の責務 
 （１）受託者は、従事する者に対し、業務遂行上の注意点及び責務について十 

分に研修を行い、その責任を実行させなければならない。 
 （２）受託者は、従事する者に名札を着用させるとともに、業務にふさわしい 

身だしなみ、言葉づかいをさせなければならない。 
 （３）受託者は、従事する者が第三者に損害を与えた場合は、受託者の負担に 

より賠償しなければならない。また、その場合は委託者に報告書を提出す 
ること。 

 （４）受託者は、業務を遂行するにあたって宗教活動又は政治活動を行っては 
ならない。 

 （５）受託者は、指導に際して、体罰を行ってはならない。 
 （６）受託者は、委託者の開庁時間外における緊急連絡体制網を整備し、これ 

を委託者に報告しなければならない。 
 
１２ 苦情への対応 
   受託者は、参加者及びその保護者から業務内容について苦情及び問い合 

わせを受けた場合は丁寧に説明し、業務に従事する者が共通の認識を持つ 
ように配慮した上で、事実関係を確認し、速やかに受託者の責任をもって対 
応するものとし、受託者が必要と判断したときは、速やかに委託者に報告す 
ることとする。 

 



１３ 安全管理 
 （１）対象者の安全管理には万全を期すこと。 
 （２）万一の通所及び居場所内での事故に備え、受託者は保険に加入すること。 
 
１４ 参加料 
  対象者から参加料を徴収しないこと。ただし、あらかじめ京田辺市と協議し 
 た上で、必要最小限度の実費を徴収することは、差し支えない。 
 
１５ 個人情報等の保護 
 （１）受託者は、業務上知り得た情報は、他に漏らしてはならない。 
 （２）業務に係る個人情報に関して京田辺市個人情報保護条例等を遵守しな 

ければならない。 
 （３）受託者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に係る個 

人情報を複写し、又は複製してはならない。 
 （４）受託者は、個人情報取扱特記事項（別紙１）に違反する事態が生じ、又 
   は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、委託者に報告し、 

その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後 
も同様とする。 

 （５）受託者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による 
事務に係る個人情報を漏洩しない方法で確実に処分しなければならない。 

 （６）委託者は、受託者が別紙１に違反していると認めたときは、契約の解除 
及び損害賠償を請求することができることとする。 

 （７）受託者は、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければな 
らない。 

 
１６ 委託者が負担するもの 
  業務を遂行するために必要な施設使用料（別紙２の１）は、委託者が負担す 
るものとする。 

 
１７ 委託者が貸与するもの 
 （１）委託者は、業務を遂行するために必要な物品等（別紙２の２）を貸与す 

るものとし、受託者は業務責任者の注意のもと使用しなければならない。 
 （２）受託者は、貸与を受けた物品等の故障を発見したとき又は発生させたと 

きは直ちに委託者に報告するとともに、その指示に従わなければならな 
い。 

 （３）受託者の故意又は重大な過失により、物品等を故障させ、又は損壊に至 
らしめたときは、受託者の責任でもって当該物品等を現状に回復すると 
ともに、これに要した費用を補償し、及び当該故障により委託者に損害を 
与えたときは、その損害を補償しなければならない。 

 



１８ 受託者が準備するもの 
  受託者は、委託者が貸与、支給するもの以外この契約の履行に必要な物品及 
 び機材（別紙２の３）を負担しなければならない。 
 
１９ 帳票等の交付 
 （１）委託者は、業務に必要な帳票等を受託者に交付する。 
 （２）受託者は、交付を受けた帳票等を適正に使用し又は管理しなければなら 

ない。 
 
２０ 委託料の経理 
 （１）委託業務の対象経費は、委託業務に従事する者の人件費（賃金、通勤手 
   当、社会保険料等）、その他事業の実施にかかる経費（損害保険料、イベ 

ント等の開催経費等）とする。 
 
 （２）委託料の経理管理のため、収入額及び支出額を記載し、使途を明らかに 

できる会計帳簿を作成することとする。 
 
 （３）受託者は、委託業務の実施の結果、委託料に余剰が生じる場合は、直ち 
   に委託者に報告し、その指示に従うこと。 
    なお、既に受領した委託料が過剰となった場合は、委託者の指示に従 
   い返還すること。 
 
 （４）委託業務に従事する者が他の事業の業務を兼務している場合には、それ 

ぞれの業務の状況を踏まえて、按分等適切に区分すること。 
 
 （５）委託業務以外の業務にも使用する共通的な経費は、それぞれの業務の使 

用状況を踏まえて、按分等適切に区分すること。 
 
２１ 業務計画書の作成及び提出 
  受託者は委託業務を実施するに当たっては、委託契約締結後速やかに、提供 
する支援の具体的な内容、配置人員等、業務計画の概要を記載した計画書（以 
下「業務計画書」という。）を作成し、委託者に提出すること。業務計画書を 
変更した場合も同様とする。 

 
２２ 実施状況及び完了の報告 
 （１）受託者は、委託業務の毎月の実施状況について、次の事項を記載した実 

施状況報告書を作成し、翌月の１５日までに委託者に提出すること。 
   ア 当月の本事業の支援者数 
   イ 支援対象者ごとの支援の実施状況（支援内容、支援期間、支援効果等） 
   ウ その他本事業の実施に参考となる事項（委託者への要望含む） 



 （２）受託者は、委託業務が完了した時は、直ちに事業内容を精算し、委託者 
が指定する様式に加えて、次の事項を記載した業務完了報告書及び収支 
決算書を委託者に提出し、委託者の検査を受けることとする。 
 なお、事業内容が確認できる書類として、賃金台帳、業務日誌、委託業 
務の支出に係る領収書等を事業終了後５年間保存しておかなければなら 
ない。 
ア 本事業の支援者数、各支援者の状況（支援内容、支援期間、支援効果 
 等） 
イ 事業に要した経費の内訳 
ウ その他本事業の実施結果の概要 
 

２３ その他 
 （１）受託者は、委託業務の履行に際し、委託者と常に連絡を密にし、業務の 

実施方針について委託者の承諾を得るとともに、事業実施の重要段階にお 
いては、その内容を提示し、委託者の承諾、指示等を得て次の段階に進め 
るものとする。 

 （２）委託業務について、疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議し、そ 
の指示に従う。委託者から業務改善の指示をされた場合は、必要な是正措 
置をとった上で改善内容を報告すること。 

 （３）業務計画書に記載された内容に比べて支援実績が著しく減少するおそれ 
がある場合は、その状況を把握した段階で委託者に報告し、その指示を 
受けること。 

 （４）受託者は、学習の進行管理や参加者の学力の把握をはじめとした品質管 
理を行うこと。 

 （５）感染症等の状況に応じて、オンラインによる指導を行うなど、長期的に 
指導が中断することがないよう工夫すること。 

 （６）参加者が繰り返し指導しても従わない場合、無断欠席が続く場合及び受 
託者で保護者への指導を行った上でも、改善が見られない場合、委託者及 
び受託者双方の協議により、参加者から外すことができるものとする。 

 （７）参加者が事業参加中に被災した場合は、直ちに安全のための措置を講じ 
るとともに、速やかに委託者に報告し、その指示を受けること。 

 （８）事業終了後に業務を引き継ぐ必要が生じた場合には、契約期間中に引き 
継ぎ期間を設け、委託者又は委託者が指定する者に業務を引き継ぐもの 
とする。契約終了後においても、引継ぎを受けた者からの問い合わせに応 
じられるように努めること。 

（９）契約書及び本仕様書に定めのない事項や細部の業務については、生活困 
窮者自立支援制度に関する厚生労働省からの関係通知等によるほか、委 
託者及び受託者双方協議して決定するものとする。 
 

 



（別紙１） 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 受託者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利 

益を侵害することのないようにしなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他 

に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同 

様とする。 

（目的外収集・利用の禁止） 

第３ 受託者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は 

利用するときは、受託事務の目的の範囲内で行うものとする。 

（第三者への提供の禁止） 

第４ 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供を受け、又 

は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委 

託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（複写、複製の禁止） 

第５ 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供を受け、又 

は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委 

託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

（適正管理） 

第６ 受託者は、この契約による事務を処理するため委託者から提供を受け、又 

は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報の滅失及びき損の防止に 

関する措置を講じなければならない。  

（作業場所の指定等） 

第７  受託者は、委託者が指定する場所以外の場所で、この契約による個人情

報を取り扱う事務を処理してはならない。ただし、委託者が指定する場所以外

の場所で、この契約による個人情報を取り扱う事務を処理する必要がある場

合において、あらかじめ当該作業場所における個人情報の安全確保の措置の

内容を委託者に届け出て、委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。 

（運搬） 

第８ 受託者は、この契約による事務の処理その他この契約の履行に関し、個人 

情報が記載された資料等を運搬するときは、個人情報の漏えい、き損及び滅失 

を防止するため、受託者の責任において、確実な方法により運搬しなければな 

らない。 

（資料等の返還等） 

第９ 受託者がこの契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、 

又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された全ての資料 

等は、その契約完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただ 



し委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（従事者への周知及び監督） 

第１０  受託者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中はも 

とより退職後においても、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人 

に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は 

、京田辺市個人情報保護条例（平成１４年条例第３号）により罰則が適用され 

る場合があることなど、個人情報の保護のために必要な事項を周知するととも 

に、個人情報の適正管理の徹底が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わな 

ければならない。 

（取扱い状況の報告及び調査） 

第１１ 委託者は、必要があると認めるときは、この契約による個人情報の取扱 

いの状況について、受託者に報告させ、又は随時実地に調査することができる 

ものとする。 

（指示） 

第１２ 委託者は、この契約による個人情報の取扱いが不適当と認められると 

きは、受託者に対して必要な指示を行うものとし、受託者は、その指示に従わ 

なければならない。 

（事故の場合の措置） 

第１３ 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあるこ 

とを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（別紙２） 
京田辺市生活困窮世帯等の子供の学習・生活支援事業運営委託 

負担・貸与・準備品表 
 
 
１ 委託者が負担するもの 
（１）キララ商店街会場の施設使用料 
 
２ 委託者が受託者に貸与するもの 
（１）会場の鍵 
 
３ 受託者が準備するもの 
（１）教材・教具 
（２）参加者及び受託者用の机・椅子 
（３）ホワイトボード 
（４）卓上ライト 
（５）延長コード 
（６）事務用品・消耗品・衛生対策備品 
（７）事務処理用コンピュータなど 
（８）コピー機・印刷機など 
（９）携帯電話等使用時の通信料 
 
４ その他 
  上記の他、業務遂行上必要とする貸与品・支給品がある場合には、委託者及 
び受託者双方が協議し決定する。 

 


